
 

 

 

 

 

 

 

 

挑戦者とつくる雑賀崎・田野エリアの未来デザイン 

－静かな日常が、心を動かすまち－ 
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１. 地域の基礎情報 

 

〈雑賀崎地区の概要〉 

 

 

 

 

人    口：915 人（世帯数 507） 高齢化率 50.3％（令和 2 年国勢調査基準人口世帯数 令和 7 年度 4 月 1 日現在） 

面    積：約 1.12 平方キロメートル 

アクセス：和歌山市中心部から車で約 20 分。和歌山バスで「雑賀崎」下車すぐ。 

交通条件：路線バスが２路線あるものの、便数が 1 時間に 1 本程度。 

   急斜面の地形や狭小路地による接道が多く、主要道路以外の道路は狭い。 

環    境：紀伊水道を望む景勝地。半島先端部に位置し、海岸侵食地形と急峻な斜面に集落が広がる。 

         雑賀崎漁港周囲の丘陵部に家々が建ち並ぶ風景から「日本のアマルフィ」とも呼ばれる。 

産    業：底引き網漁と一本釣りがさかんで真鯛や足赤えびがよく獲れる（船 41 隻）。 

漁業と観光が主な産業。 

主な地域資源：番所庭園（瀬戸内海国立公園）、上人窟、雑賀崎のまちなみ（日本遺産構成要素） 

       雑賀崎灯台、雑賀崎から見る夕景、レモンの丘公園（沖見の里） 

        漁村集落特有の漁業文化、豊富な水産物、雑賀崎漁港の船上販売、雑賀崎シーパーク 

  空き家を活用した民泊、飲食施設 

NPO や住民による「夕日を見る会」等の地域活動が行われている。 

地域の文化財：雑賀崎台場、鷹の巣、※養翠園、※水軒堤防 ※印は隣接する雑賀地区に所在 

主な地域課題：高齢化、人口減少に伴う空き家の増加、漁業従事者の後継者不足。 

            廃旅館等による景観の阻害。 

            主要駅からの交通アクセス、生活交通の不足、急斜面と狭小路地による生活環境の制約。 
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〈田野地区の概要〉 

 

 

 

 

 

 

 

人  口：416 人（世帯数 159） 高齢化率 63.4％（令和 2 年国勢調査基準人口世帯数 令和 7 年度 4 月 1 日現在） 

面  積：約 0.34 平方キロメートル 

アクセス：和歌山市中心部から車で約 20 分。和歌山バスで「田の浦」下車すぐ。 

交通条件：路線バスの便数が 1 時間に 1 本程度。 

急斜面の地形や狭小路地による接道が多く、主要道路を含め道路幅員は狭小。 

環  境：浪早崎に隣接する半島部にあり、斜面地に密集した漁村集落を形成。（明治期に雑賀崎か

ら独立。漁民のみの集落であったといわれる。） 

        浪早ビーチや田ノ浦漁港を有し、海水浴等で利用されてきた。 

漁港を中心とした漁業文化が根付く。 

産    業：漁業が主な産業であったが、現在は５隻程度しか稼働していない（底引き網漁）。 

主な地域資源：浪早ビーチ、浪早崎（瀬戸内海国立公園）、豊富な魚種から釣りスポットとして人気。 

            漁村集落特有の漁業文化、空き家を活用した民泊施設 

            和歌浦地区、雑賀崎地区へとつながる観光遊歩道が整備されている。 

           （漁港内に民間事業者の足赤えびの陸上養殖の研究施設がある。） 

主な地域課題：高齢化、人口減少に伴う空き家の増加、漁業従事者の後継者不足。 

            廃旅館等による景観の阻害。 

            主要駅からの交通アクセス、生活交通の不足、急斜面と狭小路地による生活環境の制約。 

            域内での消費機会の創出、消費の促進が必要。 
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２. 都市計画法等による土地利用について 

雑賀崎・田野地区周辺は各種の法規制によって景観の保全が図られており、都市計画法上の区域区分

では、雑賀崎の一部を除いた全体が市街化調整区域に指定されている。 

また、自然景観や風致の保護の観点からも、様々な法規制がかけられており、土地の利用や開発にお

いては、これらの規制への対応が求められる。（和歌山市では、日常生活上必要となる物品販売店舗

等や資源の有効利用（観光資源利用等）のための建築物等にかかる開発基準を設けており、適合の可

否については事前の打ち合わせ協議を必要としている。） 

（都市計画 区域区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（緩和適用基準地区） 
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（都市計画 風致地区「新和歌浦雑賀崎」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 適用除外となる行為については、和歌山市の許可を要しない。ただし、当該行為を行うものはあらかじめ市

⾧にその旨の通知が必要。（本エリアに関連性が高い主な許可不要行為は以下のとおり 「和歌山市風致地区内

における建築等の規制に関する条例」より抜粋） 

○ 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造

の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。） 

○ 漁港施設（漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第３条に規定する漁港施設をいう。以下この号に

おいて同じ。）（同条第１号並びに同条第２号イ及びロに掲げる施設に限る。）の新築、増築、改築若しくは補

修又は漁港施設の管理に係る行為 

○ 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項に規定する港湾施設（同項第１号から第５号までに掲げ

る港湾施設に限る。以下この号において同じ。）及び同条第６項の規定により港湾施設とみなされた施設の新

築、増築、改築若しくは補修又は管理に係る行為 

○ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公園（同条第３項各号に掲げるものを

除く。）又は同条第２項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為 

○ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都道

府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為 
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（都市計画 都市計画公園緑地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画公園（雑賀崎公園・和歌公園）の計画区域については、将来 公園事業を円滑に行うこ

とを目的に、建築物を建築する場合には許可申請が必要となる。（都市計画法第５３条） 

許可基準：建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することがで

きるものであると認められること。 

・階数が 2 階以下で、かつ地階を有しないこと 

・主要構造部（建築基準法第 2 条第 5 号に定める主要構造部をいう）が木造、鉄骨造、コンクリ

ートブロック造その他これらに類する構造であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑賀崎公園 

和歌公園 

（臨港地区） 
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３. 建築基準法 指定道路図（道路参考図） 

（雑賀崎地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（田野地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建築物を建てる際に必要となる道路がなく建築基準法第４３条第 2 項第２号による許可が必

要な場合に、当該地区特有の道路事情及び住宅事情を考慮した許可基準を設けている。 
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４. 和歌山市景観計画（景観重点地区）について（和歌の浦景観重点地区区域） 

市を象徴する景観上重要な地区を「景観重点地区」に指定しており、和歌浦湾や片男波海岸を囲

む眺望景観の保全（主に俯瞰景、仰瞰景）を主眼に、それらの及ぶ範囲や市民が認識している和

歌の浦の範囲を「和歌の浦景観重点地区区域」として指定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（和歌の浦景観重点地区の目標・方針） 

目標：湾・島しょといった独特の地形・自然の中で、人々の営みが調和して創り育ててきた眺望景観を未

来に継承する 

 

 

 

 

 

入り組んだリアス式海岸が特徴的な半島部に位置する漁村で、湾の傾斜部に張り付くように家屋が密集し

た独特の景観を形成している。雑賀崎は一本釣りの漁法で有名な漁港であり、旧正月には大漁旗を掲げ祝う

伝統行事が今も受け継がれている。家並みをつぶさに見ると、雑賀崎は陸屋根、田野は勾配屋根が多いとい

う特徴がある。 

 

 

 

 

 

 雑賀崎の集落             田野の集落 

（和歌山市景観計画－和歌の浦景観重点地区－【概要版】から抜粋） 
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（届出対象行為） 

 

 

 

 

 

 

（景観形成基準） 

 

 

（景観形成基準） 
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５. 文化財保護法・和歌山県／和歌山市文化財保護条例による文化財保護について 

雑賀崎・田野地区の文化財の分布及び埋蔵文化財包蔵地は以下のとおりである。史跡・名勝・天然記

念物については、その現状を変更しようとする場合は所管自治体または文部科学省の許可が必要であ

るほか、埋蔵文化財包蔵地周辺で土木工事等を行う場合、事前の届け出等が必要となる。 

 

鷹の巣 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

雑賀崎台場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財包蔵地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑賀崎の西南で、海に突き出た岬の断崖絶壁が「鷹の巣」とよばれている。絶

壁の高さ 50m で、紀州の青石とよばれる結晶片岩が海岸に露出し、豪壮な景観

を形成しており、鷹がこのような絶壁の岩穴に巣をつくることから名付けられ

た。鷹の巣の下に「上人の窟」とよばれる洞窟があり、天正 8 年（1580）、織

田信⾧との石山合戦に敗れ、大阪の石山本願寺から紀州の鷺ノ森に逃れた教如

上人が、和歌浦から舟で逃れ、この洞窟にひそんで難をまぬがれたと伝わる。 

江戸時代末期、外国船の来航に対処するために、紀州藩により沿岸部に築かれ

た土塁・石垣・砲台などの海防施設。雑賀崎台場は、紀伊水道に突出した通称

「トンガの鼻」と呼ばれる岬の先端部に築かれた台場跡で、調査により周囲に

は土塁がめぐり、土塁の下には石垣が構築されている状況が判明した。土塁に

囲まれた中央部には、逆 V 字状の石積み遺構が確認されている。この石積み遺

構に関しては、現在のところ類例がなく、詳細は不明だが、砲台に関連するな

んらかの施設であるものと考えられる。台場の築造時期は、構築の際の整地土

から出土した遺物より、18 世紀後半から 19 世紀前半と考えられる。 

鷹の巣 

雑賀崎台場 

高津子山 
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６. 自然公園法に基づく国立公園指定（瀬戸内海国立公園 和歌山県地域） 

瀬戸内海国立公園（和歌山県地域）は、自然公園法に基づき、優れた自然の風景地を保護するも

のであり、自然公園区域内で、工作物の新築・増改築、広告物の設置、土石の採取、木竹の伐採、

物の集積、土地の形状変更等の行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可または届出が必要と

なる。（許可・届出及び公園事業の取扱方針については環境省 近畿地方環境事務所「瀬戸内海

国立公園（和歌山県地域）管理計画書」を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別地域内での主な規制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

瀬戸内海国立公園 和歌山県地域 

公園事業の位置付け 

雑賀崎宿舎 

雑賀崎園地 

章魚頭姿山園地 

上記の位置付けがされているもので

あれば、環境省の認可を得た上で、

宿舎事業、園地事業を実施できる可

能性がある（具体的な区域等は、環

境省 近畿地方環境事務所へ問い合

わせを要す） 
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７. 漁港指定区域（雑賀崎漁港 田ノ浦漁港） 

（歴史・沿革） 

土地の漁師が独自の「一本釣り」をあみ出したことから漁村として発展したと言われている。か

つての一本釣り漁師達は、千葉方面～五島列島にかけて、当時高値で取引することができたマダ

イ、アカハタ、メイチダイなどを求めて船上で生活する旅漁を行っていたが、現在は漁船・漁法

の近代化によりほとんどが小型底曳網漁業に転換されている。 

 

 

 

 

 

（主な魚種） 

[5 月頃-10 月頃] 

甲殻類 ジャコエビ（小エビ）、シャコエビなど 

魚類  ハモ、タチウオ、ヒラアジ、マダイ、イボダイ、アカカマス、スズキなど 

頭足類 アカイカ、ヒイカ、マダコ、テナガダコなど 

[11 月頃-6 月頃] 

甲殻類 アシアカエビ、シラサエビ、サルエビなど 

魚類  ヒラメ、アカシタビラメ、ホウボウ、クロダイ、マゴチなど 

頭足類 ミミイカ、コウイカ、モンゴウイカなど 

 

（漁港指定範囲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

雑賀崎漁

田ノ浦漁



挑戦者とつくる雑賀崎・田野エリアの未来デザイン－静かな日常が、心を動かすまち－【資料編】 

12 

 

 

雑賀崎漁港（第２種漁港 管理者：和歌山市） 漁港施設用地利用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田ノ浦漁港（第１種漁港 管理者：和歌山市） 漁港施設用地利用計画 

 

 


